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            午前１０時００分 開会 

○議長（吉田 正君） 現在の出席議員は２０名で定足数に達しており、議会は成立しま

した。 

 ただいまから平成２４年第１回阿波市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告をいたします。 

 まず、議長会関係会議の概要を報告いたします。 

 １月１８日に、徳島県市議会議員研修会が徳島市において開催され、１４名の議員とと

もに出席をしました。関西大学社会安全科学部長河田恵昭氏により、南海地震と津波の見

直しについての講演があり、改めて防災の大切さを学びました。 

 続いて、２月６日に、全国市議会議長会第１４３回産業経済部委員会が東京都において

開催され、出席をしました。水産業をめぐる現状と課題について、森林・林業基本計画に

ついて等、関係省庁の担当課により説明を受け、その後本委員会要望結果の内容につい

て、次年度委員会への申し送り事項、今後の運営について等、協議をいたしました。 

 次に、組合会議関係についてをご報告申し上げます。 

 去る１２月２６日、徳島中央広域連合議会定例会と中央広域環境施設組合議会定例会が

それぞれ開催され、出席をいたしました。 

 また、成人式や出初め式ほか、各種会合にも出席をいたしております。 

 以上の件の詳細については、議会事務局に関係書類を保管していますので、ご高覧くだ

さい。 

 次に、監査委員から、平成２３年１１月、１２月、平成２４年１月分の例月現金出納検

査及び監査結果報告書が議長あてに提出されております。関係書類を議会事務局に保管し

ていますので、ご高覧いただきますようお願いします。 

 次に、１１月２２日開催された議会運営委員会以降に受理いたしました陳情書について

は、既に配付のとおりであります。よろしくお願いいたします。 

 次に、市長からお手元に配付のとおり議案等の提出通知がありましたので、ご報告をし

ておきます。 

 諸般の報告は以上のとおりであります。 

 これより本日の日程に入ります。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしました日程表のとおりです。 
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            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（吉田 正君） 日程第１、会議録署名者の指名を行います。 

 会議録署名者は、会議規則第８１条の規定により、５番正木文男君、６番笠井高章君の

両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（吉田 正君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、２月２２日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果に

ついて委員長の報告を求めます。 

 吉川議会運営委員長。 

○議会運営委員長（吉川精二君） おはようございます。 

 議長より指名がございましたので、議会運営委員会の協議の結果についてをご報告申し

上げます。 

 平成２４年度第１回阿波市議会定例会の運営協議のため、２月２２日午前１０時より第

１委員会室において、議会側から正副議長及び委員８名全員、理事者側から市長、副市

長、政策監、総務部長、担当職員の出席のもと議会運営委員会を開催をいたしました。 

 まず、今定例会の会期については、慎重に協議いたしました結果、本日より３月１９日

月曜日までの２０日間を決定をいたしました。 

 なお、議事日程については、既に配付してあります日割り表のとおり、本日は諸般の報

告、行政報告、提出議案の説明を予定をいたしております。 

 次に、３月７日水曜日の本会議は、午前１０時に開会いたしまして、代表質問、一般質

問を予定をいたしております。３月８日木曜日も午前１０時に開会し一般質問、３月９日

金曜日も午前１０時に開会し一般質問、その後議案に対しての質疑を受け付け、委員会へ

付託を予定をいたしております。 

 次に、３月１２日月曜日総務常任委員会、３月１３日火曜日産業建設常任委員会、３月

１４日水曜日文教厚生常任委員会をいずれも午前１０時の開会を予定をいたしておりま

す。３月１９日月曜日は午前１０時より本会議を開会し、各常任委員会委員長報告、質

疑、討論、採決を行い、閉会を予定をいたしております。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑通告書の締め切りは、３月１日明日木曜日の正午とな
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っております。 

 円滑な議会運営ができますよう、議員並びに理事者側のご協力をよろしくお願いし、議

会運営委員長の報告といたします。 

 以上です。 

○議長（吉田 正君） 委員長報告が終わりました。 

 お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から３月１９日までの２０日間とすることに異議ござ

いませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって会期を本日から３月１９日までの２

０日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（吉田 正君） 日程第３、行政報告を市長に求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） おはようございます。 

 本日、平成２４年第１回阿波市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位におか

れましてはご多忙の中にもかかわりませずご出席を賜りまして、まことにありがとうござ

います。 

 開会に当たり、新年度予算を中心に市政の重要課題等についてご報告申し上げ、議員各

位を初め市民の皆様のご理解、ご協力を賜りたいと存じます。 

 まず、平成２４年度当初予算についてであります。 

 国においては、平成２４年度予算編成の基本方針として、東日本大震災からの復興に全

力を尽くすとともに、新成長戦略に定められた取り組みを加速・強化していくために、平

成２４年度を日本再生元年と位置づけ、持続可能で活力ある地域社会を構築するとしてお

り、雇用、人材育成、農林漁業の再生、エネルギー・環境政策の再設計など、さまざまな

分野で経済成長を目指すとともに、財政健全化を推進させるため、財政運営戦略を着実に

実現していくことが最重要であるとしております。 

 次に、地方財政への対応として、地域主権改革を尊重し、地方の安定した財源確保のた

め、通常収支分と東日本大震災分を区分しており、社会保障関係費の自然増や地域経済の
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基盤強化などに対応する財源を含め、地方の一般財源総額について実質的に平成２３年度

の水準を下回らないよう確保することを基本として対応を行うこととしております。 

 また、現在、国会において審議されております年金や医療費等の財源及び負担の世代間

格差を含んだ社会保障と税の一体改革の動向にも注視しているところであります。 

 現在、本市の財政状況は、合併に係る財政支援措置の有効活用や積極的な行財政改革の

推進に加え、地域主権改革に配慮した地方交付税の増額などの要因により、比較的安定し

た状態となっておりますが、全国的に世界最速とも言われる速度で尐子・高齢化が進む

中、さまざまな社会保障費の増加が見込まれるなど、自主財源が乏しく、依存財源に頼ら

ざるを得ない本市の財政構造において、今後の見通しは依然として厳しいものがありま

す。 

 こうした状況を踏まえ、本市の平成２４年度の当初予算編成においては、前年度以上に

限られた財源の有効活用を図るため、第２次集中改革プランによる行財政改革を継続する

とともに、新年度予算の編成方針の中で、市民が幸せを実感でき、いつまでも住み続けた

いと思える、安全で安心な、魅力、活力のあるまちづくりを目指して予算要求するよう強

く指示いたしました。 

 そのためには、第１次阿波市総合計画並びに第２次阿波市行財政改革大綱及び第２次集

中改革プランを基本とし、平成２１年から農業振興、子育て、福祉等各分野ごとに策定し

た具体的計画に沿って、現場から市民ニーズの変化を察知し、各部局が連携したソフト事

業とハード事業の調和のとれた施策の展開を図ることといたしております。とりわけ、市

民と協働の新規事業づくりにおいては、事業内容を十分に精査し、スクラップ・アンド・

ビルドの手法を活用しながら、一石二鳥を目指した、スピード感を持った予算編成を実施

することに配慮いたしております。 

 平成２４年度一般会計予算の総額は１６６億３，８４０万円であり、前年度に比べ、７

億７，９６０万円、率にして４．５％の減尐となっております。また、８件の特別会計に

ついては、総額で９７億６，９７９万９，０００円となっております。 

 次に、平成２４年度に新たに取り組む事業概要のご説明をいたしたいと思います。 

 まず、ハードとソフトの両面から展開していく事業として学校給食センターがあり、ソ

フト事業として、施設建設後の食材の安定供給体制の構築を図るための具体的計画の策定

業務を実施し、ハード事業としては、調査及び設計業務を実施いたします。 

 現在の進捗状況といたしましては、本年２月３日に、事業認定業務に係る本申請書を県
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に提出したところで、近く県の事業認定告示予定であり、告示後には税務署との事前協議

を行い、その後用地交渉に着手したいと考えております。 

 また、就学前の子供に切れ目のないサービスが提供できるよう、八幡地区幼・保連携施

設整備事業を実施いたします。また、平成２５年度からは、一条地区幼・保連携施設整備

事業も実施予定といたしております。 

 次に、昨年の東日本大震災を踏まえ、阿波市の実情に合わせた防災・減災事業を推進い

たしたいと思っております。代表的なものとして、ため池減災利活用計画策定事前調査業

務、災害時対策井戸水等検査事業、地域防災力活性化推進事業を実施するとともに、災害

時において、被災者の生活に必要な備蓄品について、新年度から３カ年で整備いたしま

す。 

 次に、農業の新たな担い手の育成を目的とした地域農業マスタープラン作成事業、新た

に農業に取り組む青年就農者を支援する新規就農総合支援事業や農地集積協力金事業を実

施し、県下一の農業地帯ではぐくまれる活力ある阿波市農業の実施に努めます。 

 また、インターネットを利用して阿波市の観光情報を発信するとともに、大規模農道を

中心に、年次的に桜、あんず、もみじなど市民と協働で植樹し、あわせて新庁舎周辺を観

光拠点として位置づけた面的整備計画を策定する、やすらぎ空間発信事業を実施いたしま

す。 

 次に、安全・安心のまちづくりとして、阿波市国民健康保険加入者のうち一定年齢の方

を対象に人間ドック受診推進事業を実施します。 

 生活基盤の充実したまちづくりとして、市内の情報網基盤として不可欠なケーブルネッ

トワーク施設の維持更新事業、市営住宅長寿命化計画に沿った地域住宅支援事業も実施い

たしたいと思っております。 

 また、新年度に徳島県において第２７回国民文化祭が開催され、本市も御所のたらいう

どんを活用して事業を展開し、県内外にＰＲいたします。 

 次に、継続事業として、学校教育施設の耐震整備事業におきましては、地震補強にあわ

せて、特に大規模改修事業を実施しており、安全性に加え、学びやすい環境づくりに配慮

しております。新年度は、繰越事業も合わせて、阿波中学校を含む２カ所の施設整備と４

小学校の設計業務を実施し、平成２４年度末には市内の小・中学校の耐震化率が約８３％

となる予定であります。 

 このほか、小学校修了年度までの乳幼児等医療費助成事業やワクチン接種事業、また今
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年度から実施した活力ある阿波市農業振興事業、幹線道路だけでなく、生活道路も含めた

市道整備事業等、市民ニーズや生活に配慮した予算編成を行ったところであります。 

 以上が新年度予算についての概要ですが、市民サービスを最優先に考え、将来を見据え

た中・長期視点による協働・創造・自立のまちづくりを理念に、本市の将来像であります

「あすに向かって人の花咲くやすらぎ空間・阿波市」に向かって着実に施策を推進してま

いりますので、議員の皆様には格別のご理解とご協力をよろしくお願いいたしたいと思い

ます。 

 次に、新庁舎及び交流防災拠点施設建設事業についてでありますが、昨年来より協議を

進めておりました事業認定につきましては、去る１月１３日に、認定庁であります徳島県

より事業の認定通知を受け、これにより事業認定に係るすべての申請手続が完了いたしま

した。また、事業認定取得後、税務署との間において土地譲渡所得の特別控除が受けられ

るよう事前協議を重ねておりましたが、去る２月８日に税務協議が整ったところでござい

ます。 

 今後におきましては、道路と関連事業との調整を図りながら、用地交渉をスムーズに進

め、一日も早い用地取得に向けて全力を注いでまいりたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

 また、市民のための庁舎、市民が親しみを持てる庁舎とするため、昨年の９月に市民参

加により新庁舎建設基本設計市民アドバイザー会議を設置いたしました。この会議では、

市民の皆様が利用する機会の多い窓口機能、市民交流機能など共用空間部分について市民

の視線から見た活発なご意見やご提案をいただいており、近々報告書として提出されるこ

とになっております。報告書の内容につきましては、新庁舎及び交流防災拠点施設の基本

設計の策定に当たって十分尊重してまいりたいと考えております。 

 次に、久勝保育所の指定管理事業についてでありますが、阿波市保育所・児童館・放課

後児童クラブ指定管理者制度導入等検討委員会より、指定管理者制度の阿波市立保育所へ

の導入についての答申書が平成２２年２月に提出されております。その後の公営施設民営

化特別委員会等における論議を踏まえ、昨年９月から保育所の保護者を対象に説明会、ア

ンケート調査を実施するとともに、去る２月２日には保護者説明会を開催し、保護者とさ

まざまな意見交換を行いました。その結果、今後久勝保育所には、指定管理者制度を導入

する際、保護者会の意見も取り入れながら進めていくことで一定の理解が得られたものと

考えており、今定例会に関連議案も提出いたしております。今後、新年度に入り、指定管
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理者の公募、選定等本格的に事業展開を行っていきたいと考えておりますので、どうかよ

ろしくお願いいたします。 

 次に、善入寺島についてでありますが、昨年のたび重なる台風の豪雤等により水位が急

上昇し、阿波市にも多くの耕作者がいる善入寺島の剣先において護岸の崩壊、あるいは占

用耕作地へ土砂が流出入するなど、農地や農作物に甚大な被害をもたらしました。この一

日も早い復旧と優良農地の再生を願い、阿波市、吉野川市、吉野川善入寺土地改良区及び

麻名用水土地改良区が一丸となり、国土交通省四国整備局、徳島河川国道事務所、また１

１月には上京いたしまして国土交通省へと、私も先頭に立ち要望を重ねた結果、国におい

て早期に復旧工事が採択され、既に一部の工事が着手しておりますので、ご報告申し上げ

ます。この地は阿波市の宝島、本市が誇る野菜の一大生産地でありますので、一日も早く

工事が完了し、皆様が安心して耕作できるよう期待しております。 

 次に、各種会合などへの出席についてご報告をいたします。 

 昨年１２月２２日には、四国横断線（一般国道１９３号線、主要地方道志度山川線）改

良促進期成同盟の副会長として、今後の道路整備の財源確保、地域の実情に応じた社会資

本整備総合交付金と同等以上の道路整備支援の拡充・継続を国土交通省四国地方整備局に

要望いたしました。 

 また、今年１月２５日には、東京都の全国都市会館において全国市長会が開催され、各

省庁より新年度の予算に関する説明が行われました。詳細につきましては、今後の国の施

策及び予算に関する提言についての報告等でございます。 

 次に、１月３１日には、国土交通省四国地方整備局主催により、高松で開催された四国

防災トップセミナーに、四国内の市町村長とともに出席をいたしました。「大規模災害の

被災地から減災を考える。津波・山津波から地域の防災力向上に向けて」をメーンテーマ

として、実際に東日本大震災で甚大な被害を受けた宮城県名取市長、仙台空港があるとこ

ですが、市長の佐々木氏並びに東京農工大学大学院の石川教授の基調講演を受けた後、災

害発生時の対応などについて意見交換を行いました。 

 講演の中で、名取市の佐々木市長は、震災直後の市内の写真を示しながら、初動体制や

対応を詳しく話されました。地震、津波でデジタル防災行政無線が故障して、津波到来を

市民に確実に伝えられなかったことに触れ、大災害時には、モーターで鳴るサイレンある

いはラジオ、テレビなどのハイテクではなく、ローテクの情報手段が有効である、ローテ

ク以外にないと訴えておりました。また、被災者の情報を自治体が一元的に収集・管理す



- 11 - 

る難しさなど、被災に備えて検討しておくべき課題を涙ながらに語られ、最後に住民の命

を守れる町に立て直したいと決意表明いたしておりました。震災後の情報伝達の方法、ハ

イテクではなく、本当に必要だったのは、コピーの紙だったようです。本市においても、

実情に応じた、市民が安全・安心で暮らせる防災・減災計画の再検討及び各種対策を早急

に講じる必要性を痛感いたしたところです。 

 以上、ご報告申し上げ、開会に当たりましてのごあいさつと行政報告とさせていただき

ます。 

○議長（吉田 正君） 市長の報告が終わりました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４ 発委第１号 阿波市議会の議決すべき事件を定める条例について 

○議長（吉田 正君） 次に、日程第４、発委第１号阿波市議会の議決すべき事件を定め

る条例について議題といたします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。 

 議会運営委員会委員長吉川精二君。 

○議会運営委員長（吉川精二君） 議長の命を受け、提案理由を申し上げます。 

 本案は、地方自治法の一部を改正する法律（平成２３年法律第３５号）が施行され、同

法第２条第４項の市町村における基本構想の策定に関する規定が削除されました。基本構

想の策定に関しては、法律上の義務づけがなくなりましたが、基本構想は市の将来に関す

る重要事項であります。これまでのとおり、市が総合的かつ計画的な行政の運営を図るた

めの基本構想については、議会の議決すべき事件とすることを定めるものであります。 

 議員各位におかれましては、本案を慎重に審議の上、ご賛同くださりますようお願いを

申し上げまして、説明とさせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論ありませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（吉田 正君） 討論なしと認めます。これで、討論を終結いたします。 

 発委第１号阿波市議会の議決すべき事件を定める条例についてを採決いたします。 

 発委第１号を原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、発委第１号は原案のとおり可決さ

れました。 

 暫時小休いたします。 

            午前１０時３４分 休憩 

            午前１０時３６分 再開 

○議長（吉田 正君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。 

 ただいま市長から議案第３６号第１次阿波市総合計画基本構想の変更についての議案が

提出されました。この際これを日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異

議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（吉田 正君） 異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第  ５ 議案第 １号 平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第４号）につ 

                いて 

  日程第  ６ 議案第 ２号 平成２３年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算 

（第４号）について 

  日程第  ７ 議案第 ３号 平成２３年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第４ 

                号）について 

  日程第  ８ 議案第 ４号 平成２４年度阿波市一般会計予算について 

  日程第  ９ 議案第 ５号 平成２４年度阿波市御所財産区特別会計予算について 

  日程第 １０ 議案第 ６号 平成２４年度阿波市国民健康保険特別会計予算につい 

                て 

  日程第 １１ 議案第 ７号 平成２４年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算につ 

                いて 

  日程第 １２ 議案第 ８号 平成２４年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算に 
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                ついて 

  日程第 １３ 議案第 ９号 平成２４年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別 

                会計予算について 

  日程第 １４ 議案第１０号 平成２４年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計 

                予算について 

  日程第 １５ 議案第１１号 平成２４年度阿波市介護保険特別会計予算について 

  日程第 １６ 議案第１２号 平成２４年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算 

                について 

  日程第 １７ 議案第１３号 平成２４年度阿波市水道事業会計予算について 

  日程第 １８ 議案第１４号 阿波市ふるさと応援基金条例の制定について 

  日程第 １９ 議案第１５号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を 

                図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う 

                関係条例の整備に関する条例の制定について 

  日程第 ２０ 議案第１６号 阿波市税条例の一部改正について 

  日程第 ２１ 議案第１７号 阿波市手数料徴収条例の一部改正について 

  日程第 ２２ 議案第１８号 阿波市墓地、埋葬等に関する条例の制定について 

  日程第 ２３ 議案第１９号 阿波市介護保険条例の一部改正について 

  日程第 ２４ 議案第２０号 阿波市立保育所条例の一部改正について 

  日程第 ２５ 議案第２１号 集落農業構造改善事業阿波一徳構造改善センターの設 

                置及び管理に関する条例の一部改正について 

  日程第 ２６ 議案第２２号 阿波市土柱自然休養村管理センター及び阿波市土柱休 

                養村温泉の設置及び管理に関する条例の全部改正につ 

                いて 

  日程第 ２７ 議案第２３号 阿波市奨学金交付条例の一部改正について 

  日程第 ２８ 議案第２４号 阿波市国土利用計画について 

  日程第 ２９ 議案第２５号 吉野地域福祉センターの指定管理者の指定について 

  日程第 ３０ 議案第２６号 市場老人福祉センターの指定管理者の指定について 

  日程第 ３１ 議案第２７号 市場高齢者共同生活施設の指定管理者の指定について 

  日程第 ３２ 議案第２８号 市場日開谷共用施設の指定管理者の指定について 

  日程第 ３３ 議案第２９号 土成保健センターの指定管理者の指定について 
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  日程第 ３４ 議案第３０号 阿波健康福祉センターの指定管理者の指定について 

  日程第 ３５ 議案第３１号 阿波市立市場児童センターの指定管理者の指定につい 

                て 

  日程第 ３６ 議案第３２号 阿波市立八幡児童館の指定管理者の指定について 

  日程第 ３７ 議案第３３号 阿波市立大俣児童館の指定管理者の指定について 

  日程第 ３８ 議案第３４号 阿波市道路線の認定について 

  日程第 ３９ 議案第３５号 阿波市道路線の変更について 

  追加日程第１ 議案第３６号 第１次阿波市総合計画基本構想の変更について 

○議長（吉田 正君） 日程第５、議案第１号平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第

４号）についてから日程第３９、議案第３５号阿波市道路線の変更についてまでと追加日

程第１、議案第３６号第１次阿波市総合計画基本構想の変更についての計３６件を一括し

て議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 議長の許可をいただきましたので、本日提案いたしております議

案について、提案理由の説明を申し上げます。 

 提案いたしております議案は、補正予算案件３件、当初予算案件１０件、条例案件１０

件、その他案件１３件の計３６件であります。 

 まず、議案第１号平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第４号）については、既定の

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０億６，９００万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ２１１億９，０３０万円とするものです。 

 次に、議案第２号平成２３年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）につい

ては、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２，３４５万３，０００円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億６，４６０万７，０００円とするも

のです。 

 次に、議案第３号平成２３年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第４号）について

は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億１７５万３，０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９億４，０１０万２，０００円とするもの

です。 

 次に、議案第４号平成２４年度阿波市一般会計予算については、歳入歳出予算の総額を
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歳入歳出それぞれ１６６億３，８４０万円とするものです。 

 次に、議案第５号平成２４年度阿波市御所財産区特別会計予算については、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ１，６８３万８，０００円とするものです。 

 次に、議案６号平成２４年度阿波市国民健康保険特別会計予算については、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ５２億２，９８８万３，０００円とするものです。 

 次に、議案第７号平成２４年度阿波市後期高齢者医療特別会計予算については、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億２，５２６万１，０００円とするものです。 

 次に、議案第８号平成２４年度阿波市農業集落排水事業特別会計予算については、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億２，２８５万３，０００円とするものです。 

 次に、議案第９号平成２４年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会計予算につい

ては、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１５万円とするものです。 

 次に、議案第１０号平成２４年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算について

は、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１６万円とするものです。 

 次に、議案第１１号平成２４年度阿波市介護保険特別会計予算については、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ３９億６，６３７万２，０００円とするものです。 

 次に、議案第１２号平成２４年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計予算については、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５２８万２，０００円とするものです。 

 次に、議案第１３号平成２４年度阿波市水道事業会計予算については、収益的収入６億

４，７７２万６，０００円、収益的支出６億４，３３６万２，０００円、資本的収入１億

５０５万５，０００円、資本的支出３億５，７１４万５，０００円とするものです。 

 次に、議案第１４号阿波市ふるさと応援基金条例の制定については、本市に募られるふ

るさと納税を活力あるふるさとづくり推進事業の財源として、より有効活用を図るため基

金条例を制定するものです。 

 次に、議案第１５号地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関

係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、

地方自治体の条例制定権が拡大されたことに伴い、本市の財産、廃棄物、市立図書館、市

営住宅等に関する条例の一部改正を行うものです。 

 次に、議案第１６号阿波市税条例の一部改正については、経済社会の構造の変化に対応

した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を

改正する法律等の施行に伴い、市税条例の一部改正を行うものです。 
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 次に、議案第１７号阿波市手数料徴収条例の一部改正については、本年４月より中央広

域環境施設組合における一般廃棄物の取り扱いが一部変更されることにより、条例の一部

改正を行うものです。 

 次に、議案第１８号阿波市墓地、埋葬等に関する条例の制定については、地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が施行さ

れることに伴い、条例の制定を行うものです。 

 次に、議案第１９号阿波市介護保険条例の一部改正については、介護保険法第１１７条

第１項の規定に基づき、阿波市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画策定委員会の答申

を受け、介護保険料率の改正を行うため、条例の一部を改正するものです。 

 次に、議案第２０号阿波市立保育所条例の一部改正については、本市の市立保育所の管

理運営について、指定管理者制度を導入することができるよう条例の一部改正を行うもの

です。 

 次に、議案第２１号集落農業構造改善事業阿波一徳構造改善センターの設置及び管理に

関する条例の一部改正については、県道改良工事に伴う阿波一徳構造改善センターの移転

により所在地等の変更が生じ、条例の一部改正を行うものです。 

 次に、議案第２２号阿波市土柱自然休養村管理センター及び阿波市土柱休養村温泉の設

置及び管理に関する条例の全部改正については、平成２３年度の管理センターの解体工事

実施及び平成２４年度からの指定管理者の変更に伴い、条例の全部改正を行うものです。 

 次に、議案第２３号阿波市奨学金交付条例の一部改正については、高等学校の授業料無

償化に伴い、条例の一部改正を行うものです。 

 次に、議案第２４号阿波市国土利用計画については、国土利用計画法第８条の規定に基

づき、国土の利用に関する全国計画及び県計画を基本とし、かつ第１次阿波市総合計画基

本構想に即して策定し、議会の議決をお願いするものです。 

 次に、議案第２５号吉野地域福祉センターの指定管理者の指定についてから議案第３３

号阿波市立大俣児童館の指定管理者の指定についてまでの９議案につきましては、それぞ

れの施設について、現在の指定管理期間が平成２４年３月３１日で終了するため、次期指

定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を

お願いするものです。 

 次に、議案第３４号阿波市道路線の認定について及び議案第３５号阿波市道路線の変更

については、道路法の規定により、議会の議決をお願いするものです。 
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 また、先ほど追加提案いたしました議案第３６号第１次阿波市総合計画基本構想の変更

については、平成１８年度に基本構想と前期基本計画から成る総合計画を策定いたしまし

たが、計画後５年目に、今日の社会情勢、市民ニーズ、市の財政状況等を考慮しながら、

阿波市総合計画審議会より答申を受けて、第１次阿波市総合計画基本構想の変更について

議会の議決をお願いするものであります。 

 以上、議案について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまして

は担当部長等からご説明いたしますので、十分ご審議の上、ご承認くださいますようお願

い申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議長（吉田 正君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１号の補足説明を

させていただきます。 

 議案第１号平成２３年度阿波市一般会計補正予算（第４号）について。 

 平成２３年度阿波市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによります。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２０億６，９００万円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２１１億９，０３０万円とするものでござい

ます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用すること

ができる経費は、第２表繰越明許費による。 

 第３条、債務負担行為の追加及び変更は、第３表債務負担行為補正による。 

 第４条、地方債の変更は、第４表地方債補正によります。 

 今回の補正予算につきましては、主なものは、小・中学校の施設整備事業費と基金の積

み戻しなどでございます。その財源としましては、地方交付税、教育債、基金繰入金等で

ございます。 

 それでは、６ページをお願いいたします。 

 第２表繰越明許費について申し上げます。 

 繰越明許費につきましては、２款総務費を初め１１款災害復旧費までの１５事業で、総
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額１８億２，４４９万３，０００円となります。大きなものとしましては、新庁舎建設事

業で３億９，４１９万７，０００円、それと国の第３次補正によります大俣小学校と阿波

中学校の施設整備事業で９億２，６１９万８，０００円などであります。繰り越しの主な

理由としましては、年度末での国の３次補正の活用と用地交渉に不測の期間を要するな

ど、事業ごとに理由は異なりますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 続きまして、次のページ、７ページお願いいたします。 

 第３表債務負担行為の補正につきまして、１、追加分でございます。吉野地域福祉セン

ター指定管理委託料を初め、７つの指定管理委託料です。期間につきましては、いずれも

平成２４年度から２６年度までの３カ年となります。限度額につきましては、記載のとお

りでございます。 

 次、２番目の変更分についてです。 

 新庁舎建設基本・実施設計業務委託料で「１億５，０００万円」から、請け差によりま

して、「１億２，０００万円」に変更するものでございます。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。８ページです。 

 第４表地方債補正で、１番目として、変更分でございます。総務債の庁舎等施設整備事

業債を初め６つの起債で、限度額が計「７億１，８６０万円」を、５億４３０万円追加し

まして、補正後の額が「１２億２，２９０万円」に変更するものでございます。 

 続きまして、１１ページをお願いいたします。１１ページです。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書で主なものを説明させていただきます。 

 １点目、総括で、まず歳入です。主なものを説明させていただきます。 

 １番目の１款市税で、補正額７，６８０万円、１０款地方交付税で１０億１，６４３万

９，０００円、１つ飛びまして、１４款国庫支出金で１億６，９５２万円、２つ飛びまし

て、１８款繰入金で１億８，２００万円、２０款の諸収入で１億２，８５０万９，０００

円、２１款市債で５億４３０万円で、歳入合計、補正前の額が１９１億２，１３０万円、

補正額２０億６，９００万円でございます。 

 続きまして、１２ページをお願いいたします。１２ページです。 

 次に、歳入です。下のほうから４つ目、大きなものだけ申し上げます。 

 １０款の教育費で、補正額９億８２３万４，０００円です。１つ飛びまして、１３款諸

支出金で、補正額１１億９，４５３万８，０００円です。歳出合計、補正前の額が１９１

億２，１３０万円で、補正額２０億６，９００万円となります。 
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 続きまして、１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 １４ページ上のほうからです。ここからは、歳入で詳細を申し上げます。 

 中ほどで、１０款の地方交付税でございます。補正額が１０億１，６４３万９，０００

円で、右の説明欄を見ていただきたいのですが、内訳としまして、普通交付税で６億８，

８４３万９，０００円で、今年度の普通交付税額すべてを予算化したことになります。あ

と、特別交付税で３億２，８００万円でございます。 

 続きまして、１８ページ、１９ページをお願いいたします。 

 １８ページの上です。１４款国庫支出金のうち、１０目の教育費国庫補助金で、補正額

１億８，２０９万３，０００円です。内訳は、右の説明欄で、小学校の学校施設改善交付

金で４，６２２万４，０００円、それと中学校の学校施設環境改善交付金で１億３，５８

６万９，０００円でございます。 

 続きまして、２２ページ、２３ページをお願いいたします。 

 ２２ページ中ほどになります。１８款繰入金のうち、１つ飛びまして、７目の教育施設

整備基金繰入金で、補正額２億２，１００万円です。その下、２０款諸収入のうち、４目

の雑入で補正額１億２，０１９万円です。主なものは、右の説明欄のほうで、中央広域環

境施設組合返納金１億２，４７３万１，０００円でございます。これは、中央美化センタ

ーの解体に伴うものでございます。 

 次、２４ページ、２５ページをお願いいたします。 

 ２４ページ、２１款市債のうち、一番下のほうになります。１０目の教育債で、補正額

４億８，６７０万円です。これは、学校教育施設等整備事業債でございます。 

 続きまして、３０ページ、３１ページをお願いいたします。 

 ３０ページの上になります。３款の民生費のうち、１目社会福祉総務費で、補正額４，

０６６万６，０００円でございます。内訳のほうは、右のほうを見ていただきたいのです

が、№０４０の国民健康保険事業特別会計繰出金で４，４９４万円が主なものでございま

す。 

 続きまして、４４ページ、４５ページまで飛んでください。 

 ４４ページのほうをお願いいたします。 

 ４４ページ、１０款の教育費のうち、２つ目のところで、３目の小学校施設整備事業費

で、補正額１億８，３１１万６，０００円でございます。右の説明欄で、申し上げます。

これは、大俣小学校施設整備事業費で１億８，１１１万６，０００円です。内容につきま
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しては、設計監理委託料、工事費等でございます。 

 続きまして、中学校費の中で、３目の中学校施設整備事業費で、補正額７億４，１０８

万２，０００円でございます。これにつきましても、右の説明欄で下のほうになります。

№０４０の阿波中学校施設整備事業費で７億４，２０８万２，０００円でございます。こ

れにつきましては、設計監理委託料とか工事請負費でございます。 

 続きまして、４８、４９ページをお願いいたします。 

 ４８ページの中ほどになりますが、１３款諸支出金のうち、１目の基金費で、補正額１

１億９，４５３万８，０００円でございます。主なものとしましては、右のほうの説明欄

で、財政調整基金積立金で６億７，４７２万６，０００円です。内訳につきましては、こ

のうち５億５，０００万円は積み戻し分でございます。それと、先ほども説明しました

が、中央広域環境施設組合の返納金が１億２，４００万円余り入っております。あと、減

債基金積立金でございます、２億２，０００万円。これにつきましては、全額積み戻し分

でございます。それと、№０８０の情報システム施設整備基金積立金で１億円でございま

す。 

 続きまして、５１ページのほうを見ていただいたのですが、５１ページになりますが、

市庁舎建設基金積立金で１億円でございます。また、観光施設整備基金積立金で１億円を

予定しております。 

 ５２ページ、次のページをお願いいたします。 

 ５２ページからは、補正予算給与費明細書でございます。後ほどごらんいただきたいと

思います。 

 そして、５４ページのほうをお願いいたします。５４ページ、最終のページになりま

す。 

 このページは、８ページの地方債補正の変更に基づき、調書を調製したものでございま

す。それで、一番右側の一番下を見ていただいたんですけども、当該年度末の現在高見込

み額は２０３億１，２６０万８，０００円と予想しております。 

 以上、議案第１号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいます

ようお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（吉田 正君） 井内市民部長。 

○市民部長（井内俊助君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２号について補足
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説明をさせていただきます。 

 議案第２号平成２３年度阿波市の国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定

めるところによる。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２，３４５万３，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５０億６，４６０万７，０００円とす

る。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算

の金額は、第１表歳入歳出予算補正による。 

 平成２４年２月２９日提出。阿波市長。 

 ７ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算については、医療費の伸びによりまして、保険給付費などについての補

正をお願いをするものでございます。 

 歳入につきましては、１款国民健康保険税の補正額が３，１０２万６，０００円、３款

国庫支出金の補正額が３，４４８万７，０００円、４款療養給付費交付金の補正額が１，

３００万円、９款繰入金の補正額が４，４９４万円となっており、補正額の合計は１億

２，３４５万３，０００円で、補正後の歳入合計額は５０億６，４６０万７，０００円と

なっております。 

 なお、９款の繰入金の内訳としては、財政安定化支援事業繰入金が６６６万１，０００

円、その他一般会計繰入金が３，８２７万９，０００円となっております。 

 次に、８ページ、歳出についてお願いいたします。 

 １款総務費の補正額が４５万３，０００円、２款保険給付費の補正額が１億２，３００

万円、補正額の合計は１億２，３４５万３，０００円で、補正後の歳出合計額は５０億

６，４６０万７，０００円となっております。 

 なお、保険給付費のうち、主なものとしては、一般被保険者療養給付費が１億１，００

０万円、退職被保険者等療養給付費が１，０００万円の補正額となっております。 

 以上、議案第２号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいます

ようよろしくお願いをいたします。 

○議長（吉田 正君） 松永健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永恭二君） 議長の許可をいただきましたので、議案第３号について

補足説明をさせていただきます。 
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 平成２３年度阿波市の介護保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億１７５万３，０００円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３９億４，０１０万２，０００円とする

ものです。 

 第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越しして使用するこ

とができる経費は、第２表繰越明許費による。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 第２表の繰越明許費についてご説明申し上げます。 

 事業名は「介護報酬改定に伴うシステム改修事業」で、金額は５６５万８，０００円を

お願いしております。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書でご説明をさせていただきます。 

 歳入の主なものは、３款国庫支出金、補正額４，５８２万３，０００円の減額、４款支

払基金交付金、補正額４，３５５万１，０００円の減額、５款県支出金２，６７１万４，

０００円の減額、８款繰入金１，４３３万５，０００円、歳入合計の補正額が１億１７５

万３，０００円の減額で、計３９億４，０１０万２，０００円となっています。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 歳出の主なものといたしまして、１款総務費で、補正額４６３万２，０００円、２款保

険給付費で、補正額１億４６１万９，０００円の減額、５款地域支援事業費で、補正額４

００万４，０００円の減額、７款諸支出金で２２３万８，０００円です。歳出合計、補正

額１億１７５万３，０００円の減額で、３９億４，０１０万２，０００円となっておりま

す。補正の理由といたしましては、介護サービス、介護予防サービス給付費の減によるも

のです。 

 以上で議案第３号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認いただきます

ようよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） それでは、議案第４号について補足説明をさせていただきま

す。 

 一般会計予算書の１枚めくっていただきまして、１ページお願いいたします。 
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 議案第４号と議案第５号を一括して説明させていただきます。 

 まず、議案第４号につきまして、平成２４年度阿波市一般会計予算について。 

 平成２４年度阿波市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出１６６億３，８４０万円と定めるものでござい

ます。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表歳入歳出予算に

よる。 

 第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の

目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第２表地方債による。 

 第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高額

は３０億円と定める。 

 第４条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 第１項、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く）に係る

予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用につい

てであります。 

 平成２４年度の一般会計予算は、庁舎交流防災拠点施設建設関連事業は無論のこと、新

規事業として学校、教育、子育て支援のハードとソフトの両面から展開していく事業、防

災、減災の推進事業、また地域農業の安定と観光振興を推進する事業等の事業費を計上し

ております。予算規模は前年度より７億７，９６０万円、率にして４．５％減の１６６億

３，８４０万円となっております。しかしながら、国の第３次補正による繰越予算、事業

具体化に伴う補正も予想され、最終的には決算額は膨らむものと考えております。 

 続きまして、６ページをお願いいたします。６ページでございます。 

 第２表地方債です。総務債の臨時財政対策債を初め８つの起債で、限度額計１１億５，

９８０万円を予定しております。起債の方法につきましては、証書借り入れでございま

す。利率については５％以内、償還の方法は、借入先の融通条件によります。 

 続きまして、８ページをお願いいたします。 

 歳入歳出事項別明細書で、増減の主なものを説明させていただきます。 

 総括で、まず歳入です。 

 １番目、１款の市税で３１億６，３６２万４，０００円で、前年度比２，２６６万７，
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０００円で、率にして０．７％の減、９つ飛びまして、１０款の地方交付税で６４億６９

３万２，０００円で、前年度比３，８６１万９，０００円、率にして０．６％の減となっ

ております。３つ飛びまして、１４款国庫支出金で１８億８，２０１万８，０００円で、

前年度比１億６２７万６，０００円、率にして５．３％の減となっております。１５款県

支出金で９億３，４１３万４，０００円で、３，０２７万９，０００円、率にして３．

１％の減となっております。２つ飛びまして、１８款繰入金で１３億８，７３３万円で、

前年度比１億９，３３２万５，０００円で、率にして１６．２％の増となっております。

２０款諸収入で２億２，１２１万６，０００円で、４，０４３万円、率にして２２．４％

の増、２１款市債で１１億５，９８０万円で、前年度比８億２３０万円、率にして４０．

９％の減となっております。歳入合計ですが、１６６億３，８４０万円で、前年度比７億

７，９７０万円、率にして４．５％の減となっております。 

 続きまして、１０ページをお願いいたします。 

 歳出です。 

 ２つ飛びまして、３款の民生費で６３億６，６９２万６，０００円、前年度比４，１１

０万６，０００円、率にして０．６％の増、４款衛生費で１７億９，９０１万９，０００

円で、前年度比１億３，３６３万１，０００円、率にして８％の増、５款労働費で１，４

８１万６，０００円で、前年度比５，６７６万６，０００円、率にして７９．３％の減と

なっております。１つ飛びまして、７款の商工費で１億１，８４４万５，０００円で、前

年度比７，２９９万３，０００円、率にして３８．１％の減となっております。８款の土

木費で１２億４，３７９万５，０００円で、前年度比１億５，４０８万４，０００円、率

にして１４．１％の増となっております。９款消防費５億７，９１１万４，０００円で、

前年度比３億６，０７３万４，０００円、率にして３８．４％の減となっております。２

つ飛びまして、１２款公債費で２０億５，８９４万６，０００円で、前年度比１億４，９

７９万円の減、率にして０．６％の減となっております。１３款諸支出金で１億２，４２

５万７，０００円で、前年度比４億９，３４５万３，０００円、率にして７９．９％の減

となっております。歳出合計ですが、１６６億３，８４０万円でございます。 

 続きまして、１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 １２ページ上のほうになりますが、ここからは歳入となります。主なものを説明させて

いただきます。 

 市税のうち、１項の市民税の１目個人で１０億９，４８７万１，０００円です。前年度
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比４，２９９万円の増となっております。内訳につきましては、現年課税分で１０億８，

４４８万２，０００円、滞納繰越分で１，０３８万９，０００円となっております。 

 続きまして、固定資産税のほうへ移りまして、１目の固定資産税で１６億４，６５４万

９，０００円で、前年度比７，７８６万１，０００円の減となっております。これにつき

ましては、３年ごとの評価がえに伴うものでございます。内訳につきましては、現年課税

分で１６億２，４００万１，０００円、滞納繰越分で２，２５４万８，０００円となって

おります。 

 続きまして、１６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 １６ページ、下のほうになります。１０款の地方交付税でございます。６４億６９３万

２，０００円でございます。内訳につきましては、右のほうで、普通交付税で６２億１，

６９３万２，０００円、特別交付税で１億９，０００万円となっております。 

 続きまして、２４ページ、２５ページのほうをお願いいたします。 

 ２４ページ下のほうになります。１４款国庫支出金のうち、３目の民生費国庫負担金で

１６億３，９９０万円でございます。主なものにつきましては、右側のほうで下から２つ

目になります、障害者自立支援給付費負担金で３億７，４７１万円と、次の２７ページの

ほうの上になりますが、子ども手当の負担金で４億１，５５５万円、それと生活保護費負

担金で７億３，３４２万５，０００円でございます。 

 ２６ページの下のほうで、８目の土木費国庫補助金で１億５，３５８万２，０００円で

すが、主なものは、右のほうで、社会資本整備総合交付金で１億２，７２０万円でござい

ます。 

 続きまして、３０ページ、３１ページをお願いいたします。 

 ３０ページの上のほうになりますが、１５款の県支出金のうち、３目の民生費県負担金

で５億４，７６５万８，０００円でございます。内訳のほうは、右のページで上から２つ

目になりますが、国庫基盤安定負担金で１億２，６９７万３，０００円と障害者自立支援

給付費負担金で１億８，７３５万４，０００円、それと後期高齢者保険基盤安定負担金で

１億２，１３６万円、それと子ども手当負担金で８，６２８万円が主なものでございま

す。 

 続きまして、４０ページ、４１ページをお願いいたします。 

 ４０ページ中ほどよりちょっと上になります。１８款の繰入金のうち、基金繰入金のう

ち、１目の財政調整基金繰入金で６億７，４７３万１，０００円、２目の減債基金繰入金
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で２億１，０００万円、３目の一般廃棄物中間処理施設対策基金繰入金で３億５，８１９

万円が主なものでございます。 

 続きまして、４６ページ、４７ページをお願いいたします。 

 ４６ページ、２１款市債のうち、２目の総務債で８億４，３８０万円でございます。内

訳につきましては、臨時財政対策債で７億６，７８０万円、それと合併特例債７，６００

万円、これにつきましては、庁舎等施設整備事業の分でございます。８目の土木債で１億

８，８４０万円でございます。これにつきましては、内訳は、右のほうで、合併特例事業

債で８，０５０万円、それと道路新設改良事業債で５，１７０万円、辺地対策事業費で

５，６２０万円でございます。続きまして、教育債の５，７８０万円につきましては、右

のほうで一番下になりますが、主なものは、学校教育施設等整備事業債で２，６４０万円

と、５９ページのところで、合併特例債３，０３０万円につきましては、給食センターの

施設等整備事業に係るものでございます。 

 続きまして、６０ページ、６１ページをお願いいたします。 

 ６０ページ上のほうでございます。ここからは歳出となります。 

 なお、額は尐額でも、新規事業につきましては、主なものを説明してみたいと思いま

す。 

 一番上、９目の電子計算費で、右のほうでございます。真ん中よりも上になりますけれ

ども、電子媒体集配保管委託料で４３万４，０００円、新規事業でございます。これにつ

きましては、大規模災害対策としまして、住民基本台帳とか戸籍データ等の重要データの

保管のために行うものでございます。 

 続きまして、６６ページ、６７ページをお願いいたします。 

 ６６ページ中ほどでございます。１４目の庁舎建設費で９，８１２万円で、右のほう

で、主なものでございますが、新庁舎建設地土質調査業務委託料で１，１２０万円、庁舎

基本・実施設計業務委託料で８，０００万円などが主なものでございます。 

 続きまして、７９ページをお願いいたします。 

 ７９ページの上のほうでございます。民生費のうちの社会福祉総務費の中で№２１、上

から２番目でございますが、国民健康保険事業特別会計繰出金５億８，９９６万９，００

０円となっております。あと、２目の障害福祉費の９億１，７６９万９，０００円でござ

いますが、これにつきましては、右のページの中ほどで№２６のところで、主なもの、障

害者自立支援給付費で８億１，３１７万８，０００円でございます。 
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 続きまして、８４ページでございます。 

 ８４ページ下のほうなんですが、老人福祉総務費うちで、８７ページを見ていただきた

いと思います。８７ページ中ほどでございます。№１６のところで、老人保護費の扶助費

として１億４，２３２万円、それと№２６のところで、介護保険特別会計繰出金で６億

１，６１４万４，０００円が主なものでございます。あと、２目の老人医療費のところ

で、右のほう、下から３つ目になりますが、主なものは、後期高齢者医療広域連合分賦金

としまして５億１，６７２万５，０００円でございます。それと、繰出金１億６，１８１

万５，０００円、これにつきましては、本市の後期高齢者医療特別会計への繰出金でござ

います。 

 続きまして、９１ページをお願いいたします。 

 ９１ページのところで、１目の児童福祉総務費の中で、№４１でございます。次世代育

成支援対策費５３０万円のうち、ファミリー・サポート・センター委託料５００万円を除

いた３０万円につきまして、これは新規事業でございまして、八幡地区幼・保連携施設整

備事業のソフト面での事業費でございます。 

 それと、９０ページの下になりますが、児童手当費９億５，２６３万３，０００円の内

訳でございますが、右のページ、子ども手当で５億９，３５４万円、それと№１１の児童

扶養手当費で１億５，９０９万３，０００円が主なものでございます。 

 続きまして、９８ページ、９９ページをお願いいたします。 

 ９８ページですが、真ん中よりも下になります。８目の幼・保連携施設整備事業費で

２，７７５万円につきましては、新規事業で、八幡地区幼・保連携施設整備事業費のハー

ド面の事業費でございます。 

 続きまして、次のページ、１００ページ、１０１ページお願いいたします。 

 １００ページ中ほどよりもちょっと上になります。この扶助費につきましては、生活保

護費でございます。内訳は、右のほうの扶助費のところで９億７，７９０万円でございま

す。 

 続きまして、１０４ページ、１０５ページをお願いいたします。 

 １０４ページ左上になりますが、３目の乳幼児等医療費１億５，１６４万円でございま

す。右の説明欄で主なものは、乳児医療の扶助費１億４，４３６万円でございます。 

 続きまして、１０７ページをお願いいたします。 

 １０７ページは、環境衛生費でございますが、上のほう、８行目上から、繰出金と書い
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てあります。１億１８８万４，０００円でございます。これは、農業集落排水事業の特別

会計の繰出金でございます。それと、№１１の火葬場費で５，１２８万３，０００円、そ

れと一番下のほうになりますけども、住宅用太陽光発電システムの導入補助金、ことしも

２４０万円予算化しております。 

 それと、１０８ページ、１０９ページをお願いいたします。 

 １０８ページ、１目の清掃総務費で１０億３，３１３万９，０００円でございますが、

右のほうの説明欄で真ん中ぐらいになりますけども、主なものは、中央広域環境施設組合

負担金としまして８億３，２５５万８，０００円、それと、阿北環境整備組合負担金で

８，５９８万６，０００円でございます。 

 続きまして、１１２ページ、１１３ページをお願いいたします。 

 １１２ページ上のほうになりますが、３目のふるさと緊急雇用対策費で１，２８９万

２，０００円ですが、右の説明欄で２つ目のところに、やすらぎ空間づくり発信事業、先

ほど市長が申し上げましたが７６４万６，０００円、これにつきましては、観光事業でイ

ベントの推進、植樹イベントの事務とか、インターネットを活用し、スマートフォン等で

発信する事業でございます。観光協会に委託して実施されます。もう一つが、緊急雇用創

出事業で、防災の分でございます、１８２万５，０００円。これも新規でございます。地

域防災力活性化推進事業としまして、木造の耐震化推進員を雇用するものでございます。 

 続きまして、１１７ページをお願いいたします。 

 １１７ページ下のほうになりますが、№４２で農地集積協力金事業費、これも新規でご

ざいます。金額は７０万円でございます。中心となる経営単位に１０年間農地を貸し付け

し、離農者には協力金を交付するものでございます。それと、地域農業マスタープラン作

成事業費で９４万円、これも新規でございます。これは、新たな担い手育成を目的とした

マスタープランを作成し、農業の将来像を示すものでございます。それと、下のほうから

２つ目になりますが、新規就農総合事業支援事業費で７８２万７，０００円でございま

す。これも新規でございます。これは、新規就農者を対象に、最長５年間給付金を支給し

支援するものでございます。 

 続きまして、１２１ページをお願いいたします。 

 １２１ページ中ほどになりますが、１目の農地総務費の中で、ため池減災利活用計画策

定事前調査委託料でございます。２０万円でございます。これも新規でございます。内水

被害を軽減するために、ため池を調整池として活用できるよう調査するものでございま



- 29 - 

す。 

 続きまして、１２７ページをお願いいたします。 

 １２７ページ中ほどになりますが、７款の商工費の中で観光費でございます。これにつ

きましては、やすらぎ空間づくり発信事業としまして１，０２３万円でございます。ここ

にも書いてありますが、内容につきましては、やすらぎ空間整備計画委託料２５０万円と

か、植栽につきましては工事費の中に入っておりますが、土柱から中央広域環境施設組合

までに、もみじとかの植栽を行うものです。あと、新庁舎周辺を観光拠点とした計画を策

定するものでございます。 

 続きまして、１３４ページ、５ページをお願いいたします。 

 １３４ページでございますが、左上になります。４目の地方道路整備事業費で２億７，

３０７万６，０００円でございます。内訳は、説明欄右のほうで、№６のところで、地方

道整備事業費で２億３，３７２万３，０００円、それと下のほうへ行きまして、№１１の

狭隘道路拡幅整備事業費で１００万円となっております。 

 続きまして、次のページ、１３６、１３７ページでございます。 

 ６目の周辺対策事業費で３億６，７１９万円でございます。これにつきましては、主な

ものは、設計委託料、工事請負費、公有財産購入費、補償金等でございます。 

 続きまして、１３８ページのほうをお願いいたします。 

 １３８ページ、住宅の管理費でございます。その中で、右のページ、下から２つ目でご

ざいますが、地域住宅支援事業費として５，０２８万３，０００円でございます。これも

新規でございます。市営住宅の長寿命化計画に基づき、防水工事、外壁塗装工事を行い、

住環境の整備を行うものでございます。 

 続きまして、１４０ページ、１４１ページをお願いいたします。 

 １４０ページ、上のほうになりますが、２目の木造住宅耐震化支援事業費の中で、右の

ほうでございます。阿波市住まいの安全・安心リフォーム支援事業補助金で２００万円、

これも新規でございます。これは、県が実施している補助金に上乗せをして補助をするも

のでございます。 

 １４２ページ、１４３ページをお願いいたします。 

 １４３ページ上のほうで、消防費の中で、徳島中央広域連合分賦金で４億３，２５８万

１，０００円がございます。それと、３目の災害対策費で、右のほう、説明欄上から４つ

目になりますが、臨時賃金１９４万３，０００円でございます。これも新規となります。
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地域防災力活性化推進事業として、自主防災組織の育成の推進員を雇用するものでござい

ます。それと、下のほうから４つ目でございます、防災マップ作成委託料で５７１万２，

０００円。これも新規でございます。それと、災害用井戸水等検査業務委託料で７４万

円、これにつきましても新規でございます。これは、井戸約８０カ所の水質検査を行い、

災害時に利用できるかを調査するものでございます。 

 続きまして、１４５ページをお願いいたします。 

 １４５ページ、上から２つ目になりますが、備品購入費。この中で、１，０５６万５，

０００円のうち８５６万６，０００円につきまして、新規事業でございます。これは、被

災者支援備蓄事業としまして、大規模災害時に必要な備蓄品を整備するものでございま

す。３年間予定しております。 

 続きまして、１５８ページをお願いいたします。１５８ページでございます。 

 １０款の教育費の中で、３目小学校施設整備費で２，８００万円でございます。これに

つきましては、林小学校を初め４校の施設整備の設計監理費でございます。 

 続きまして、１８７ページをお願いいたします。１８７ページでございます。 

 ここでは、学校給食費の中で、下のほうになりますが、№２６の給食センター新築事業

費で４，２４７万７，０００円。新規の事業で、これはハード面でございます。それと、

№３１の地産地消推進事業費としまして３５８万３，０００円、新規でございます。これ

は、ソフト面でございます。この内容につきましては、学校給食センターへ市内の農産物

を食材として安定供給できる体制の構築を図るものでございます。 

 続きまして、１９４ページでございます。 

 １９４ページからは、給与費の明細書となっております。後ほどごらんいただけたらと

思います。 

 続きまして、２００ページをお願いいたします。 

 ２００ページにつきましては、債務負担行為に関する調書でございます。これにつきま

しても、後ほどごらんいただけたらと思います。 

 最終のページになります、２０２ページでございます。 

 このページにつきましては、地方債に関する調書でございます。それで、一番右側の一

番下のところの段を見ていただきたいわけでございますが、当該年度末の現在高の見込み

額につきましては、１９７億８５４万６，０００円と予想しております。 

 次は、議案第５号でございますが、特別会計の予算書をごらんいただけたらと思いま
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す。 

 特別会計予算書の一番最初にあります１枚めくっていただきまして、１ページでござい

ます。 

 議案第５号平成２４年度阿波市御所財産区特別会計予算につきまして説明させていただ

きます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，６８３万８，０００円と定める

ものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は第１表歳入歳出予算によ

ります。 

 第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳入歳出予算の款項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 第１号、款項に計上している予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら

の経費の項の間の流用についてでございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 １０ページ、主なものを説明させていただきます。 

 歳入です。 

 １款の財産収入のうち、１目の財産貸付収入３８３万７，０００円でございますが、こ

れは土地貸付収入でございます。２款の繰越金でございますが、１，３００万円でござい

ます。 

 続きまして、１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 １款の管理費のうち、１目の一般管理費３８７万３，０００円でございますが、主なも

のは、扶助費２００万円でございます。それと、２款の事業費のうち、１目の事業費で

１，０００万円、これにつきましては委託料で１，０００万円でございます。 

 非常に長くなりましたが、議案第４号と議案第５号の補足説明をさせていただきまし

た。ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（吉田 正君） 暫時休憩をいたします。 

            午前１１時４１分 休憩 

            午前１１時５１分 再開 
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○議長（吉田 正君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 井内市民部長。 

○市民部長（井内俊助君） 議長の許可をいただきましたので、市民部所管の議案第６号

から議案第１０号についての補足説明をさせていただきます。 

 最初に、議案第６号について、国保の予算書１ページをよろしくお願いいたします。 

 議案第６号平成２４年度阿波市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５２億２，９８８万３，０００円と

定める。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書で、主なものを説明させていただきます。 

 歳入について、本年度予算額として、１款国民健康保険税９億６５８万５，０００円、

３款国庫支出金１３億３，８５７万８，０００円、４款療養給付費交付金３億６，２５７

万７，０００円、５款前期高齢者交付金８億６，９３７万７，０００円、６款県支出金３

億３９５万４，０００円、７款共同事業費交付金８億３，４３０万２，０００円、９款繰

入金５億８，９９６万９，０００円となっております。歳入合計額は５２億２，９８８万

３，０００円で、前年度に比べまして４億２，９８８万４，０００円の増額となっており

ます。 

 なお、繰入金のうち、その他一般会計繰入金として２億３，６４５万２，０００円を計

上させていただいております。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 歳出につきまして、本年度予算額として、１款総務費８，９７９万８，０００円、２款

保険給付費３４億５，８９４万７，０００円、３款後期高齢者支援金等５億３，１６６万

５，０００円、６款介護納付金２億６，７１６万６，０００円、７款共同事業拠出金８億

３，４３０万５，０００円、８款保健事業費３，８５３万１，０００円となっており、歳

出合計につきましては５２億２，９８８万３，０００円で、前年度に比べまして４億２，

９８８万４，０００円の増となっております。増額の要因につきましては、医療費の伸び

による保険給付費や後期高齢者支援費、介護納付金などについての増加となっておりま

す。 

 次に、議案第７号について説明をさせていただきます。 
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 後期高齢者予算書をお願いいたします。 

 議案第７号平成２４年度阿波市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４億２，５２６万１，０００円と定

める。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書で、主なものを説明させていただきます。 

 歳入についてでございます。 

 本年度予算額として、１款後期高齢者医療保険料２億６，１４４万１，０００円、４款

繰入金１億６，１８１万５，０００円、６款諸収入１５０万５，０００円で、歳入合計は

４億２，５２６万１，０００円となっております。前年度に比べて５，３０９万５，００

０円の増額となっております。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 本年度予算額として、２款後期高齢者医療広域連合納付金４億２，３２５万７，０００

円、３款諸支出金１５０万２，０００円で、歳出合計は４億２，５２６万１，０００円と

なっており、前年度に比べまして５，３０９万５，０００円の増額となっております。こ

の後期高齢者医療につきましても、医療費の伸びなどに対応するため、平成２４年度に保

険料が改定されることとなっておりまして、歳入歳出とも増額となっております。 

 次に、議案第８号について説明をさせていただきます。 

 農業集落排水特別会計をお願いいたします。 

 議案第８号平成２４年度阿波市の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億２，２８５万３，０００円と定

める。 

 ６ページ、歳入歳出予算事項別明細書をお願いいたします。 

 主なものを説明させていただきます。 

 歳入につきまして、本年度予算額として、１款分担金２５０万２，０００円、２款使用

料及び手数料１，２９５万２，０００円、３款国庫支出金２１０万円、５款繰入金１億１

８８万４，０００円、８款市債２１０万円となっております。歳入合計は１億２，２８５
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万３，０００円で、前年度に比べまして３，３５１万円の減額となっております。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 歳出につきまして、本年度予算額として、２款事業費４，７０５万２，０００円、３款

公債費７，４８８万１，０００円で、歳出合計は１億２，２８５万３，０００円となって

おります。前年度に比べて３，３５１万円の減額となっておりますが、これは平成２２年

度より実施をしております農業集落排水機能強化事業の減尐によるものでございます。 

 次に、議案第９号について説明をさせていただきます。 

 公共下水道特別会計予算書をお願いいたします。 

 議案第９号平成２４年度阿波市の特定環境保全公共下水道事業特別会計の予算は、次に

定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１５万円と定める。 

 ６ページ、歳入歳出予算事項別明細書をお願いいたします。 

 歳入について、５款繰入金が１１５万円となっておりまして、歳入合計も１１５万円

で、前年度と同額となっております。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 歳出につきましても、２款公債費が１１５万円となっておりまして、歳出合計も１１５

万円で、前年度と同額となっております。この特別会計につきましては、起債の償還分の

みの予算となっておりまして、起債の償還については、平成２４年度で終了となる予定と

なっております。 

 次に、議案第１０号について補足説明をさせていただきます。 

 住宅新築資金について、よろしくお願いいたします。 

 議案第１０号平成２４年度阿波市の住宅新築資金等貸付事業特別会計の予算は、次に定

めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１６万円と定める。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書で、主なものを説明させていただきます。 

 歳入については、本年度予算額として、２款諸収入が１８８万６，０００円となってお

り、歳入合計は２１５万円で、前年度に比べまして３７９万２，０００円の減額となって

おります。 

 次に、８ページをお願いいたします。 
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 歳出につきましては、本年度予算額として、２款公債費が１８９万２，０００円となっ

ており、歳出合計につきましても２１６万円で、前年度に比べ３７９万２，０００円の減

額となっております。この会計につきましては、起債の償還額が減尐しているため減額予

算となっております。 

 以上、議案第６号から議案第１０号までの補足説明とさせていただきます。ご審議の

上、ご承認くださいますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（吉田 正君） 松永健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永恭二君） 議長の許可をいただきました。 

 議案第１１号について、補足説明をさせていただきます。 

 平成２４年度阿波市の介護保険特別会計の予算は、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出そ

れぞれ３９億６，６３７万２，０００円と定めるものです。 

 ６ページをお願いいたします。 

 歳入の主なものは、１款介護保険料６億７，９２５万３，０００円、３款国庫支出金１

０億１，５３７万８，０００円、４款支払基金交付金１０億９，６２５万９，０００円、

５款県支出金５億５，５９４万３，０００円、飛びまして、８款繰入金６億１，６１４万

３，０００円、歳入合計３９億６，６３７万２，０００円で、右の欄で、前年度に比べま

して１億１，１１１万１，０００円の増額となっています。 

 次に、８ページをお願いします。 

 歳出の主なものは、１款総務費で１億３，１６９万６，０００円、２款保険給付費３７

億６，７０１万２，０００円、５款地域支援事業費４，９２６万９，０００円、歳出合計

３９億６，６３７万２，０００円。 

 介護保険につきましては、要介護、要支援、認定保険者が約２，６００名で、その方々

がそれぞれの居宅サービス、地域密着サービス、施設サービス等の介護予防サービスを利

用するための予算を組んでいます。 

 以上で議案第１１号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいま

すようお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 大川水道課長。 

○水道課長（大川広幸君） 続きまして、議案第１２号平成２４年度阿波市伊沢谷簡易水

道事業特別会計予算について説明をさせていただきます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５２８万２，０００円と定めるもの
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でございます。 

 次に、６ページ、７ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算事項別明細書でお願いします。 

 主なものについて説明させていただきます。 

 歳入予算でございますが、２款使用料及び手数料１６３万円です。４款繰入金３３０万

円、５款繰越金３４万８，０００円で、歳入合計５２８万２，０００円でございます。前

年度対比で２２３万３，０００円の増でございます。 

 次に、８ページ、９ページ、歳出でございます。 

 １款総務費４０万９，０００円、２款施設費４８６万３，０００円、予備費１万円でご

ざいます。歳出合計は５２８万２，０００円でございます。 

 伊沢谷簡易水道につきましては、計画戸数が８０戸でございましたが、現在給水戸数５

５戸と、毎年減尐を続けております。また、この施設は、昭和５６年に建設したもので、

最近有水率が５５％と悪化しております。このために、送配水管の調査を２４年度に実施

をしたいと思います。調査結果に基づきまして改善していきたいと考えております。 

 次に、議案第１３号平成２４年度阿波市水道事業会計予算について説明をさせていただ

きます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条、平成２４年度阿波市水道事業会計の予算は、次に定めるものでございます。 

 第２条、業務の予定量につきましては、給水戸数１万４，２１０戸、年間総給水量４８

７万４，０３０立方メートルでございます。主な建設改良事業費につきましては、配水施

設事業について１億８，５００万円を定めるものでございます。 

 第３条、収益的収入及び支出の予算でございますが、収入で、第１款水道事業収益６億

４，７７２万６，０００円です。内訳につきましては、第１項営業収益６億３，３８９万

６，０００円、第２項営業外収益１，３８２万９，０００円、第３項特別利益１，０００

円でございます。 

 支出でございます。 

 第１款水道事業費用でございます６億４，３３６万２，０００円です。内訳といたしま

しては、第１項営業費用でございます５億５，５８６万２，０００円、第２項営業外費用

でございます６，７５０万円、第３項特別損失１，０００万円、第４項予備費１，０００

万円でございます。 
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 第４条、資本的収入及び支出でございますが、収入で、第１款資本的収入は１億５０５

万５，０００円です。内訳でございますが、第１項出資金２２５万５，０００円、第２項

工事負担金２８０万円、第３項企業債１億円でございます。 

 支出では、第１款資本的支出として３億５，７１４万５，０００円、内訳といたしまし

ては、第１項建設改良費２億２３０万１，０００円、第２項企業債償還金１億５，４８４

万４，０００円でございます。 

 なお、資本的収入が資本的支出に対し不足する額２億５，２０９万円は、当年度消費税

資本的収支調整額９００万円、当年度損益勘定留保資金２億１，６２７万９，０００円及

び建設改良積立金２，６８１万１，０００円で補てんするものでございます。 

 次に、２ページをお願いいたします。 

 第５条、債務負担行為でございます。債務負担行為をすることができる事項につきまし

ては、水道事業用コンピューター及びシステム料でございます。期間は、平成２３年から

２７年度までです。限度額は２，４１２万９，０００円と定めるものでございます。 

 第６条、企業債では、起債の借入限度額を１億円と定めるものでございます。 

 次に、第７条、予定支出の各項の経費の金額の流用でございます。 

 予定支出の各項の金額を流用することができるのは、営業費用、営業外費用、特別損失

と定めるものでございます。 

 第８条、議会の議決を得なければ流用することができない経費につきましては、職員給

与費９，６９９万６，０００円と定めるものでございます。 

 第９条、他会計からの補助金を受ける金額は１，３０６万９，０００円と定めるもので

ございます。 

 続きまして、第１０条、たな卸資産購入限度額につきましては１，０００万円と定める

ものでございます。 

 以上で議案第１２号、第１３号の予算の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご了

承いただけますようお願い申し上げます。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） それでは、議案第１４号、議案第１５号の補足説明をさせて

いただきます。 

 まず、議案第１４号でございます。阿波市ふるさと応援基金条例の制定についてです。 

 平成２０年の地方税法改正によりふるさと納税制度が導入され、本市にも今年度までの
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４年間で６４４万円の寄附金が募られ、さまざまな事業の財源として寄附者の思いを尊重

しながら有効活用してまいりました。 

 現在は、寄附金の納付年度で事業をすべて完了しておりますが、今後将来に向け基金の

運用を可能にすることにより、翌年度以降の事業の財源として寄附金を活用することによ

り、ふるさと納税のより一層の有効活用が図られることを目的とし基金条例を制定するも

のでございます。 

 条例の構成につきましては、第１条の目的から第２条寄附金の使途指定など、１０条ま

で定められております。 

 公布の日から施行となります。 

 続きまして、議案第１５号について説明させていただきます。 

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございます。 

 所管は４つの課になります。まとめて、総務のほうで説明させていただきます。 

 いわゆる地域主権の一括法による改正に伴うものでございます。 

 第１条につきましては、阿波市財産の交換、譲与、無償貸与等に関する条例の一部改正

でございます。地方公共団体の財政の健全化に関する法律の附則第５条が削除されたこと

に伴う条例の一部改正でございます。主な改正内容としましては、附則第５条は、自治体

の国等への寄附に係る関与を制限しておりましたが、それが削除されましたので、国を対

象に加えるものでございます。 

 公布の日から施行となります。 

 第２条につきましては、阿波市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正でござい

ます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律、略して廃掃法、第６条第２項第６号のその他

の廃棄物の処理に関する必要事項が削除されたことに伴う条例の一部改正でございます。

主な改正内容としましては、廃掃法の第６条第２項第６号が削除されましたので、本市に

おいても、同様に条例第１０条第１項中第６号を削除するものです。 

 公布の日から施行となります。 

 第３条につきましては、阿波市立図書館条例の一部改正でございます。図書館法の第１

５条第６条が改正され、図書館協議会の選出枠が削除され、委員の任命の基準は自治体の

条例で定めることになり、阿波市立図書館条例の一部を改正するものでございます。主な

改正内容としましては、阿波市立図書館条例第１０条に第２項を追加し、図書館協議会委
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員の任命、委員の要件等を明記したものでございます。 

 第４条につきましては、阿波市営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正でござい

ます。公営住宅法の一部が改正されたことに伴い、阿波市営住宅の入居者の資格について

所要の改正を行うものでございます。主な改正内容としましては、公営住宅の入居者資格

要件、つまり同居親族が廃止されましても、本市におきましては、引き続き同居親族を入

居者資格要件とするための改正でございます。主なところは、そういったことでございま

す。 

 原則、平成２４年４月１日施行となります。 

 以上、議案第１４号と１５号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認い

ただけますようお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 井内市民部長。 

○市民部長（井内俊助君） 議長の許可をいただきましたので、市民部所管の議案第１６

号から議案第１８号について補足説明をさせていただきます。 

 最初に、議案第１６号をお願いいたします。 

 議案第１６号阿波市税条例の一部改正について。 

 阿波市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２４年２月２９日提出。阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、昨年の１２月に経済社会の構造の変化に対応した税制

の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する

法律、また東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に

必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律、また地方税法等の一部を改正す

る法律などが公布されたことに伴いまして条例改正をお願いするものでございます。 

 主な改正内容といたしましては、１点目として、市たばこ税の税額につきまして、旧三

級品以外の製造たばこについては、１，０００本につき現行「４，６１８円」が「５，２

６２円」に、旧三級品の製造たばこについては、１，０００本につき現行「２，１９０

円」が「２，４９５円」となります。 

 ２点目といたしまして、退職所得に係る個人住民税について１０％の税額控除の特例が

廃止されます。 

 ３点目として、東日本大震災に係る雑損控除額の特例を見直し、平成２３年度以降でも

特例を受けることができるようになります。 
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 ４点目として、東日本大震災からの復興を図ることを目的として全国的かつ緊急に地方

公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置とい

たしまして、平成２６年度から３５年度までの間、個人市民税の均等割額が、現行の

「３，０００円」から「３，５００円」となります。 

 なお、施行期日につきましては公布の日から、ただし退職所得に係る個人住民税の見直

しは平成２５年１月１日から、また市たばこ税の税額見直しは平成２５年４月１日からと

なります。 

 次に、議案第１７号についてお願いをいたします。 

 議案第１７号阿波市手数料徴収条例の一部改正について。 

 阿波市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２４年２月２９日提出。阿波市長。 

 今回の条例改正につきましては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項の規

定により、一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が、みずから阿波市資源ごみ分別処理

施設へ搬入するごみの処理手数料を定めるものでございます。 

 吉野川市川島町にあります中央美化センターが、平成２４年度に解体される予定となっ

ております。これに伴い、これまで一般廃棄物収集運搬業の許可業者が搬入していた空き

瓶などの破砕ごみについて、本年４月より各構成市町で搬入されることになります。この

ため、今まで中央広域環境施設組合が許可業者から徴収しておりましたごみ処理手数料を

市で徴収するため、手数料徴収条例の改正をお願いするものでございます。 

 手数料につきましては、０．５トンまでが３，１５０円、０．５トンを超え１トンまで

が６，３００円、１トンを超える場合については、６，３００円に１トンまでを増すごと

に６，３００円を加算した額となっております。 

 なお、施行期日については、公布の日からとなっております。 

 次に、議案第１８号をお願いいたします。 

 議案第１８号阿波市墓地、埋葬等に関する条例の制定について。 

 阿波市墓地、埋葬等に関する条例を次のように定める。 

 平成２４年２月２９日提出。阿波市長。 

 今回の条例制定につきましては、昨年８月３０日に地域の自主性及び自立性を高めるた

めの改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴いまし

て、墓地、埋葬等に関する法律の一部も改正され、墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許
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可、許可の取り消し、その他の監督権限が都道府県知事からすべての市の市長及び特別区

の区長へ移譲されることとなりました。このため、移譲先の市におきましては、平成２４

年４月１日から施行できますよう墓地、埋葬等に関する法律施行の条例をあらかじめ制定

しておく必要があり、本市におきましても今回の条例制定をお願いするものでございま

す。 

 主な内容といたしまして、第１２条においては、墓地、埋葬等に関する法律第１０条の

規定により許可をする際の墓地、納骨堂、火葬場の構造設備の基準を定めております。ま

た、第３条におきましては、墓地、納骨堂、火葬場の新設または変更の工事の完了届け出

について定めております。 

 施行期日につきましては、平成２４年４月１日からとなっております。 

 以上、議案第１６号から議案第１８号についての補足説明とさせていただきます。ご審

議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（吉田 正君） 松永健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永恭二君） 議長の許可をいただきましたので、議案第１９号、議案

第２０号、補足説明をさせていただきます。 

 まず、議案第１９号阿波市介護保険条例の一部改正について。 

 阿波市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 主な改正点は、第２条で保険料率の改正です。 

 第２条、平成２４年度から平成２６年度までの各年度における保険料率は、次の各号に

掲げる第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とするということで、介

護保険法施行令第３８条第１項第１号に掲げるものの保険料を年額「３万１，８００円」

から、一番下、第６号に掲げる年額「９万５，５００円」にそれぞれ改正するものです。 

 附則といたしまして、この条例は、平成２４年４月１日から施行するものです。 

 続いて、議案第２０号阿波市立保育所条例の一部改正について。 

 阿波市立保育所条例の一部を改正する条例を次のように定めるということで、主な改正

点は、まず題名を「阿波市立保育所設置及び管理に関する条例」とするものです。 

 第２条を次のように改めるということで、第７条、保育所の管理は地方自治法第２４４

条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定する者に行わせるこ

とができると。 

 次に、本則に次の各条を加えるというもので、第８条には、指定管理者が行う業務につ
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いて定めます。 

 第９条には、指定管理者が行う管理基準について定めます。 

 第１０条には、指定管理者の指定の手続等について定めます。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものです。 

 以上で議案第１９号、議案第２０号の補足説明といたします。ご審議の上、ご承認いた

だけますようお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 暫時休憩いたします。 

            午後０時２６分 休憩 

            午後１時２７分 再開 

○議長（吉田 正君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

 田村産業経済部長。 

○産業経済部長（田村 豊君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２１号、第２

２号の補足説明をさせていただきます。 

 初めに、議案第２１号集落農業構造改善事業阿波一徳構造改善センターの設置及び管理

に関する条例の一部改正についてです。 

 集落農業構造改善事業阿波一徳構造改善センターの設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例を次のように定める。 

 平成２４年２月２９日提出。阿波市長野崎國勝。 

 今回、この条例の一部改正をお願いいたしましたのは、県道志度山川線の改良工事に伴

いまして、阿波町東原にあります阿波一徳構造改善センターが県道用地にかかりました。

旧の施設につきましては解体し、隣接地に新しい施設を建築をいたしました。 

 それで、旧施設につきましては、補助事業で建設しておりましたが、新設につきまして

は、補助事業との関連がなくなりましたので、条例の題名の変更をいたしました。また、

新たな場所に建築したということで、施設の位置についても変更をいたしました。 

 それで、改正の内容についてですが、議案の中ごろ、題名を次のように改めるというふ

うなことで、「阿波一徳構造改善センターの設置及び管理に関する条例」といたしまし

た。それで、第１条で、補助事業でなくなりましたので、「集落農業構造改善事業」とい

う文言を削りました。それで、第３条によりまして、施設の位置が変わりましたので、位

置を「阿波市阿波町東原４５番地の４」を「阿波市阿波町東原４７番地の５」に改めたも

のであります。 
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 この条例につきましては、公布の日から施行するといたしております。 

 続きまして、議案第２２号について補足説明とさせていただきます。 

 阿波市土柱自然休養村管理センター及び阿波市土柱休養村温泉の設置及び管理に関する

条例の全部改正について。 

 阿波市土柱自然休養村管理センター及び阿波市土柱休養村温泉の設置及び管理に関する

条例の全部を改正する条例を次のように定める。 

 平成２４年２月２９日提出。阿波市長野崎國勝。 

 この条例につきましては、土柱休養村温泉につきましては今年度１年間休館し、施設の

改修を行っております。 

 改修につきましては、阿波市土柱自然休養村管理センターは解体し撤去をいたしまし

て、また阿波市土柱休養村温泉については改修工事を行ったということでございます。 

 それで、土柱休養村温泉につきましては、平成２４年４月１日から新たな指定管理者に

より、名称も変更し、管理運営を行ってまいります。よって、同施設の設置及び管理に関

する条例について、名称の変更等大幅な改正が必要となりましたので、全部改正をお願い

するものでございます。 

 内容につきましては、議案書の中ごろでございます。条例の名称を土柱休養村センター

の設置及び管理の関する条例とさせていただいております。 

 それで、第２条で、名称及び位置ということで、土柱休養村センターの名称及び位置は

次のとおりとするということで、名称は土柱休養村センター、位置につきましては阿波市

阿波町北正広２０５番地の１といたしております。 

 それと、次のページをお願いいたしたいと思います。 

 第４条で、指定管理者の業務についてですが、指定管理者が行う業務は次のとおりとす

るということで、（１）温浴施設の提供、（２）飲食の提供、（３）その他休養村センタ

ーの設置及び目的を達成するために必要な事業といたしております。 

 それと、第６条で、利用時間及び休館日ということで、利用時間は午前１０時から午後

１０時までとする、休館日は毎週木曜日とするといたしております。 

 利用料金につきましては、第７条によりまして、第２項、料金の額は別表に定める金額

の範囲内において、あらかじめ市長が承認を得て、指定管理者が定めるものとするといた

しております。 

 それで、この条例につきましては、平成２４年４月１日から施行するといたしておりま
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す。 

 以上、議案第２１号、第２２号の補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認

を賜りますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（吉田 正君） 西村教育次長。 

○教育次長（西村賢司君） 続きまして、議案第２３号の補足説明をさせていただきま

す。 

 阿波市奨学金交付条例の一部改正でございます。 

 阿波市奨学金交付条例の一部を次のように改正するということで、第４条第１項中の

「８，０００円」を「４，０００円」に改めるといたしております。 

 これにつきましては、高等学校の授業料無償化に伴いまして保護者の負担が軽減されま

したので、高等学校等の奨学金の額について減額するものであります。 

 附則といたしまして、この条例は平成２４年４月１日から施行するということでござい

ます。 

 以上、ご審議の上、ご承認いただけますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 議案第２４号の補足説明をさせていただきます。 

 議案第２４号阿波市国土利用計画について。 

 阿波市国土利用計画は、国土利用計画法第８条の規定に基づき策定するものです。 

 本市の区域における国土の利用に関し必要な事項を定めるものであり、全国の区域を定

める国土の利用に関する計画（全国計画）及び徳島県の区域について定める国土の利用に

関する計画（県計画）を基本として、かつ第１次阿波市総合計画基本構想に即して策定す

るものでございます。 

 その構成は、第１として、市土、阿波市の土地（市土）の利用に関する基本構想につい

て、第２としまして、市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概

要について、第３として、第２に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要について

から成っております。 

 以上、ご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 松永健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永恭二君） 議長の許可をいただきましたので、議案第２５号から議

案第３３号まで補足説明をさせていただきます。 
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 議案第２５号吉野地域福祉センターの指定管理者の指定について。 

 次の施設について指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求める。 

 施設の名称が吉野地域福祉センター、指定管理者が阿波市市場町興崎字北分６０番地、

社会福祉法人阿波市社会福祉協議会会長宮根正典、指定の期間、平成２４年４月１日から

平成２７年３月３１日までです。 

 次、議案第２６号市場老人福祉センターの指定管理者の指定について。 

 次の施設について指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものです。 

 施設の名称は市場老人福祉センター、指定管理者は阿波市市場町興崎字北分６０番地、

社会福祉法人阿波市社会福祉協議会会長宮根正典、指定の期間が平成２４年４月１日から

平成２７年３月３１日までです。 

 次に、議案第２７号市場高齢者共同生活施設の指定管理者の指定について。 

 次の施設に指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定によ

り議会の議決を求めるものです。 

 施設の名称は市場高齢者共同生活施設、２番目に指定管理者として阿波市市場町日開谷

字野田原３３番地７、特定非営利活動法人阿波市めだかの学校理事長松永玉子、指定の期

間が平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日までです。 

 次に、議案第２８号市場日開谷共用施設の指定管理者の指定について。 

 次の施設について指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求めます。 

 施設の名称が市場高齢者共用施設、指定管理者が阿波市市場町日開谷字野田原３３番地

７、特定非営利活動法人阿波市めだかの学校理事長松永玉子、指定の期間が平成２４年４

月１日から平成２７年３月３１日までです。 

 次に、議案第２９号土成保健センターの指定管理者の指定について。 

 次の施設について指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求めます。 

 施設の名称が土成保健センター、指定管理者が阿波市市場町興崎字北分６０番地、社会

福祉法人阿波市社会福祉協議会会長宮根正典、指定の期間が平成２４年４月１日から平成

２７年３月３１日までです。 
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 次に、議案第３０号阿波健康福祉センターの指定管理者の指定について。 

 次の施設について指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものです。 

 施設の名称が阿波健康福祉センター、指定管理者が阿波市市場町興崎字北分６０番地、

社会福祉法人阿波市社会福祉協議会会長宮根正典、指定の期間が平成２４年４月１日から

平成２７年３月３１日までです。 

 次に、議案第３１号阿波市立市場児童センターの指定管理者の指定について。 

 次の施設について指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求めるものです。 

 施設の名称が阿波市立市場児童センター、指定管理者、阿波市市場町興崎字北分６０番

地、社会福祉法人阿波市社会福祉協議会会長宮根正典、指定の期間が平成２４年４月１日

から平成２７年３月３１日までです。 

 次に、議案第３２号阿波市立八幡児童館の指定管理者の指定について。 

 次の施設について指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求める。 

 施設の名称が阿波市立八幡児童館、指定管理者が阿波市市場町興崎字北分６０番地、社

会福祉法人阿波市社会福祉協議会会長宮根正典、指定の期間が平成２４年４月１日から平

成２７年３月３１日。 

 議案第３３号阿波市立大俣児童館の指定管理者の指定について。 

 次の施設について指定管理者を指定したいので、地方自治法第２４４条の２第６項の規

定により議会の議決を求める。 

 施設の名称が阿波市立大俣児童館、指定管理者が阿波市市場町興崎字北分６０番地、社

会福祉法人阿波市社会福祉協議会会長宮根正典、指定の期間が平成２４年４月１日から平

成２７年３月３１日までです。 

 以上で議案第２５号から議案第３３号までの説明とさせていただきます。ご審議の上、

ご承認いただけますようよろしくお願いいたします。 

○議長（吉田 正君） 坂東建設部長。 

○建設部長（坂東 博君） 議長の許可をいただきましたので、議案第３４号、第３５号

について補足説明をさせていただきます。 

 議案第３４号阿波市道路線の認定について。 
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 道路法第８条第２項の規定により、次のとおり阿波市道路線の認定について議決を求め

る。 

 平成２４年２月２９日。阿波市長。 

 道路の種類については、その他市道で３路線、阿波、市場、土成、それぞれ１路線で

す。これは、道路の新設に伴う認定でございます。 

 続きまして、議案第３５号阿波市道路線の変更について。 

 道路法第１０条第３項の規定により、次のとおり阿波市道路線の変更について議決を求

める。 

 平成２４年２月２９日。阿波市長。 

 この議案につきましては、市場４路線、吉野２路線の改良により起終点の変更に伴う認

定でございます。 

 以上、第３４号、第３５号についての補足説明とさせていただきます。ご審議の上、認

定いただけますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（吉田 正君） 遠度総務部長。 

○総務部長（遠度重雄君） 続きまして、議案第３６号の補足説明をさせていただきま

す。 

 きょう追加提案させていただいた分でございます。 

 議案第３６号第１次阿波市総合計画基本構想の変更について。 

 市の特性、資源を生かし、魅力あるまちづくりを進めるため、平成１８年度に基本構想

と前期基本構想から成る第１次阿波市総合計画「私の未来プラン」を策定しました。しか

し、策定計画後、およそ５年を経過した今日、尐子・高齢化の急速な進行、地方産業、経

済の低迷、さらには地域主権の進展など、自治体を取り巻く情勢は大きく変化してきまし

た。人口の目標につきましても、計画策定から５年が経過し、平成２２年実施の国勢調査

では３万９，２４７人で、当初の人口目標を下回る結果となっております。また、平成２

２年の国勢調査をもとに人口推移を予測したところ、平成２８年度では３万６，０００人

台前半程度となることが見込まれ、当初の４万１，０００人の人口目標から大きくかけ離

れており、人口推移、土地利用の状況等を総合的に勘案しながら、また阿波市総合計画審

議会より答申を受けて、第１次阿波市総合計画基本構想の中の平成２８年度の総人口の目

標を３万７，０００人に変更するものでございます。 

 主な改正内容ですが、第２章の人口の目標と土地利用の方向の中の１点目、人口の目標
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を「平成２８年度の総人口の目標を４万１，０００人と設定します」を「平成２８年度の

総人口の目標を３万７，０００人と設定します」に変更するものでございます。ご審議の

上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（吉田 正君） 以上で説明が終わりました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第４０ 請願第１号 阿波市に拝原最終処分場対策協議会（仮称）の設置を求め 

              る請願 

○議長（吉田 正君） 次に、日程第４０、請願第１号阿波市に拝原最終処分場対策協議

会（仮称）の設置を求める請願を議題とします。 

 ただいま議題となっております請願第１号については、会議規則第１３４条の規定によ

り、お手元に配付の請願文書のとおり文教厚生常任委員会に付託いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告します。 

 次回は、７日午前１０時より代表質問、一般質問であります。本日はこれをもって散会

いたします。 

            午後１時４７分 散会 

 


